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１　令和７年度一般会計歳入歳出補正予算

 歳 入 歳 出 補 正 予 算

現 計 予 算 額 千円

今 回 補 正 額 千円

累 計 額 千円

（１）歳　入　補　正　予　算

（単位：千円、％）

352,733,040 0 352,733,040 109.2

145,132,000 0 145,132,000 99.3

60,255,759 0 60,255,759 107.1

1,404,000 0 1,404,000 19.6

186,045,000 0 186,045,000 97.3

400,000 0 400,000 100.0

6,651,642 730,381 7,382,023 104.5

9,379,376 0 9,379,376 101.5

108,014,636 13,560,935 121,575,571 97.1

1,495,712 0 1,495,712 126.6

102,055 0 102,055 105.3

64,673,406 6,065,422 70,738,828 99.2

4,360,726 0 4,360,726 88.8

84,319,425 96,292 84,415,717 80.9

75,028,700 13,057,400 88,086,100 101.5

1,099,995,477 33,510,430 1,133,505,907 99.9

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

県 債

合 計

地 方 交 付 税

交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金

分 担 金 及 び
負 担 金

使 用 料 及 び
手 数 料

国 庫 支 出 金

財 産 収 入

県 税

地 方 消 費 税
清 算 金

地 方 譲 与 税

地 方 特 例 交 付 金

1,099,995,477

33,510,430

1,133,505,907

款          別 現計予算額 補   正   額 計
対前年
同期比

－ 1 －



（２）歳　出　補　正　予　算

（単位：千円、％）

2,132,877 17,235 2,150,112 99.5

71,445,307 408,564 71,853,871 115.6

142,939,182 148,356 143,087,538 101.3

96,150,331 163,518 96,313,849 100.7

3,967,147 108,330 4,075,477 107.2

31,098,230 4,537,287 35,635,517 102.4

85,976,916 2,038,270 88,015,186 79.5

98,769,223 20,621,214 119,390,437 106.3

68,260,171 1,572,831 69,833,002 103.4

194,427,422 3,894,825 198,322,247 97.6

7,677,981 0 7,677,981 89.2

145,247,675 0 145,247,675 98.8

151,503,015 0 151,503,015 104.7

400,000 0 400,000 100.0

1,099,995,477 33,510,430 1,133,505,907 99.9

諸 支 出 金

予 備 費

合 計

商 工 費

土 木 費

警 察 費

教 育 費

災 害 復 旧 費

公 債 費

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

労 働 費

農 林 水 産 業 費

款          別 現計予算額 補   正   額 計
対前年
同期比

－ 2 －



２  総務委員会関係分（総務局・局外）

（１）総　括　表

（単位：千円、％）

現計予算額 補　正　額 計
対前年
同期比

県 税 352,733,040 0 352,733,040 109.2

地 方 消 費 税
清 算 金

145,132,000 0 145,132,000 99.3

地 方 譲 与 税 60,255,759 0 60,255,759 107.1

地 方 特 例 交 付 金 1,404,000 0 1,404,000 19.6

地 方 交 付 税 186,045,000 0 186,045,000 97.3

交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金

400,000 0 400,000 100.0

分 担 金 及 び
負 担 金

1,537,048 0 1,537,048 94.2

使 用 料 及 び
手 数 料

86,145 0 86,145 99.6

国 庫 支 出 金 2,520,937 0 2,520,937 263.0

財 産 収 入 844,858 0 844,858 148.3

寄 附 金 1,237 0 1,237 －

繰 入 金 47,013,692 6,065,422 53,079,114 102.1

繰 越 金 4,360,726 0 4,360,726 88.8

諸 収 入 6,759,592 3,890 6,763,482 95.2

県 債 2,773,000 0 2,773,000 32.3

合 計 811,867,034 6,069,312 817,936,346 102.2

議 会 費 2,132,877 17,235 2,150,112 99.5

総 務 費 51,667,008 328,394 51,995,402 115.4

警 察 費 35,216 0 35,216 87.3

教 育 費 31,433 0 31,433 97.4

公 債 費 145,244,206 0 145,244,206 98.8

諸 支 出 金 151,503,015 0 151,503,015 104.7

予 備 費 400,000 0 400,000 100.0

合 計 351,013,755 345,629 351,359,384 103.5

区　　　分

歳
　
　
入

歳
　
　
出

－ 3 －



（２）補正予算の内容

（単位：千円）

国支出金 県   債 その他

　（目）議会費 1,581,671 4,201 1,585,872 0 0 0 4,201 1.議員期末手当 4,201

諸収入
（目）事務局費 551,206 13,034 564,240 0 0 235 12,799 1.給与改定に伴う補正 13,034

諸収入
（目）一般管理費 12,116,621 137,472 12,254,093 0 0 1,208 136,264 1.給与改定に伴う補正 137,472

諸収入
（目）企画総務費 3,268,932 7,152 3,276,084 0 0 16 7,136 1.給与改定に伴う補正 7,152

諸収入

（目）研究開発費 3,835,938 88,985 3,924,923 0 0 1,651 87,334 1.給与改定に伴う補正 88,985

諸収入
　（目）税務総務費 2,500,132 77,847 2,577,979 0 0 659 77,188 1.給与改定に伴う補正 77,847

諸収入
　（目）統計調査総務費 238,542 7,707 246,249 0 0 75 7,632 1.給与改定に伴う補正 7,707

諸収入

（目）事務局費 171,158 5,299 176,457 0 0 31 5,268 １.給与改定に伴う補正 5,299

（目）委員費 26,340 62 26,402 0 0 0 62 １.委員給与費 62

諸収入
（目）事務局費 195,381 3,870 199,251 0 0 15 3,855 １.給与改定に伴う補正 3,870

（項）総務管理費

（項）企画費

（項）徴税費

（項）統計調査費

（項）人事委員会費

（項）監査委員費

説            明特    定    財    源
一般財源

（款）議会費

（項）議会費

（款）総務費

款　・　項　・　目 補正前の額 補 正 額 計

補  正  額  の  財  源  内  訳

－ 4 －
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３ 予算以外の議案 

 

（１）条 例 

 

ア 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（内  容） 

令和７年広島県人事委員会勧告などを考慮し、職員の給料月額の改定等、必要な規定を整備 

【改正内容】 

（ア）令和７年４月の公民較差に基づく給与改定 

a 職員の給料月額を人事委員会の給与勧告のとおり改定 

b 期末手当及び勤勉手当の支給割合を改定（＋0.05月分） 

（イ）特別職の期末手当の支給割合を改定（＋0.05月分） 

（ウ）医師の初任給調整手当を国家公務員の取扱いに準じて改定 

（エ）宿日直手当を国家公務員の取扱いに準じて改定 

（オ）通勤手当の見直し 

  a 自動車の使用者に対する手当に係る新たな距離区分を創設 

  b 自動車及び自転車等の使用者に係る手当額を引上げ 

  c 駐車場等の利用に係る手当の支給限度額を引き上げ、駐車場等料金の 1/2相当額とす

る取扱いを廃止 

（カ）特地勤務手当に準ずる手当の見直し 

   特地公署等への採用に伴う転居の場合にも特地勤務手当に準ずる手当を支給できるよ

う見直し 

（キ）航海中の船舶において行う運航業務等を対象とする特殊勤務手当として、国家公務員

の取扱いに準じて船員作業手当を新設 

（施行期日） 

     公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

ただし、（オ）、（カ）及び（キ）については令和８年４月１日から施行する。 

 

（２）その他の議案 

 

ア 当せん金付証票の発売総額について 

（内    容）  

令和８年度中に県が発売する自治宝くじの発売限度額を 130億円と設定 


